


東
京
清
掃
労
働
組
合

一
部
事
務
組
合

一
組
総
支
部
結
成
大
会

大
会
結
成
宣
言

我
々
は
、
第
七
十
五
回
定
期

大
会
規
約
改
正
に
基
づ
き
、
本

日
一
部
事
務
組
合
総
支
部
（
以

下
一
組
総
支
部
）
を
結
成
し
た
。

各
支
部
は
最
重
要
な
構
成
単

位
で
あ
り
、
末
端
交
渉
単
位
ご

と
に
組
織
さ
れ
て
い
る
。

引
き
続
き
支
部
強
化
に
努
め

る
課
題
に
変
化
は
な
い
。

一
部
事
務
組
合
に
は
複
数
の

支
部
が
存
在
す
る
。

こ
こ
を
区
域
と
す
る
一
組
総

支
部
が
組
織
さ
れ
た
。
今
後
一

部
事
務
組
合
内
支
部
を
代
表
し

て
一
部
事
務
組
合
と
団
体
交
渉

に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。

長
年
、
工
場
労
働
者
の
安
全

と
安
心
を
求
め
活
動
し
て
き
た

工
場
協
議
会
は
、
時
間
内
組
合

活
動
の
制
限
に
よ
り
発
展
的
に

解
消
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

工
場
協
議
会
が
果
た
し
た
役

割
は
余
り
に
も
大
き
い
。

工
場
協
議
会
の
火
を
消
し
て

は
な
ら
な
い
。

一
組
総
支
部
は
工
場
協
議
会

を
引
き
継
ぐ
運
動
母
体
で
も
あ

る
。
一
組
総
支
部
執
行
委
員
は
、

各
支
部
を
一
選
挙
区
単
位
と
し

て
選
出
さ
れ
た
。

組
合
民
主
化
の
基
本
は
各
支

部
つ
ま
り
現
場
か
ら
の
要
求
・

意
見
等
の
実
現
過
程
で
あ
る
。

現
場
を
知
る
、
現
場
に
知
ら

せ
る
、
現
場
を
組
織
す
る
こ
と

を
目
指
す
。
本
部
運
動
方
針
に

「
一
組
本
庁
に
お
け
る
組
織
活

動
の
強
化
」
が
あ
る
。

今
回
一
組
総
支
部
に
本
庁
支

部
が
参
加
し
た
。
一
部
事
務
組

合
内
最
大
の
職
員
数
が
存
し
、

事
業
運
営
の
要
の
部
署
で
あ
る
。

一
組
本
庁
支
部
の
参
加
を
全

体
で
歓
迎
し
た
い
。

一
方
、
一
部
事
務
組
合
に
所

属
す
る
職
員
を
構
成
要
件
と
す

る
一
組
総
支
部
に
加
入
し
な
い

事
態
が
生
じ
た
。
旧
光
ケ
丘
工

場
支
部
組
合
員
の
脱
退
と
新
組

合
結
成
問
題
で
あ
る
。
誠
に
残

念
で
あ
る
。

一
組
総
支
部
の
総
団
結
を
改

め
て
訴
え
る
。

一
部
事
務
組
合
に
は
身
分
上

一
組
固
有
職
員
と
区
派
遣
職
員

が
い
る
。

東
京
清
掃
労
組
組
合
員
と
各

区
職
員
労
働
組
合
員
が
い
る
。

非
組
合
員
も
い
る
。
団
結
権

の
根
拠
法
令
問
題
が
あ
る
。

地
方
公
務
員
法
な
の
か
地
公

労
法
な
の
か
。
時
間
内
組
合
活

動
は
、
交
渉
ル
ー
ル
は
ど
う
な

の
か
。
同
一
職
場
労
働
者
で
あ

る
以
上
、
同
一
賃
金
・
同
一
労

働
条
件
で
あ
る
。

同
一
組
合
に
組
織
さ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
非
組
合
員
を

出
さ
ず
、
一
組
総
支
部
に
団
結

で
き
る
運
動
を
確
立
す
る
。

葛
飾
清
掃
工
場
等
の
稼
動
に

伴
う
人
員
確
保
の
団
体
交
渉
で

（
平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
）

委
託
検
証
検
討
委
員
会
の
設
置
、

設
備
管
理
職
員
補
充
に
つ
い
て

は
方
法
の
検
討
を
含
め
最
大
限

の
努
力
を
す
る
、
今
後
の
委
託

計
画
は
固
定
化
で
は
な
く
、
見

直
し
を
含
め
可
変
的
に
な
る
と

考
え
る
こ
と
等
を
労
使
確
認
し

た
。平

成
十
八
年
五
月
、
東
京
清

掃
労
組
に
、
経
営
改
革
プ
ラ
ン

に
よ
る
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の

具
体
的
推
進
の
た
め
の
新
会
社

設
立
概
要
説
明
が
な
さ
れ
た
。

九
月
、
一
組
議
会
で
議
決
、

十
月
登
記
完
了
・
新
会
社
設
立
、

平
成
十
九
年
四
月
運
転
管
理
等

事
業
委
託
開
始
と
あ
る
。

清
掃
一
組
と
東
京
ガ
ス
の
合

弁
会
社
は
、
今
後
の
委
託
計
画

の
固
定
化
を
前
提
に
し
て
い
る
。

平
成
二
十
三
年
に
は
、
三
工

場
の
委
託
を
目
指
す
。

三
年
間
で
七
工
場
、
十
五
年

間
で
十
五
工
場
、
そ
の
後
、
残

工
場
の
委
託
推
進
を
、
プ
ラ
ン

ト
メ
ー
カ
ー
、
新
会
社
、
メ
ー

カ
ー
一
系
列
外
会
社
の
三
社
に

よ
る
市
場
競
争
で
コ
ス
ト
削
減

を
行
う
大
合
理
化
計
画
で
あ
る
。

一
部
事
務
組
合
の
財
産
で
あ

る
清
掃
工
場
と
人
聞
を
食
い
つ

ぶ
す
事
業
に
強
く
反
対
す
る
。

組
合
活
動
は
、
組
合
員
の
平

等
を
前
提
し
た
権
利
と
義
務
の

行
使
で
あ
る
。

会
議
へ
の
出
席
そ
し
て
発
言

権
提
案
権
採
決
権
の
権
利
行
使

を
充
分
に
行
う
こ
と
で
あ
る
。

批
判
と
少
数
意
見
は
尊
重
さ

れ
、
保
留
等
を
含
め
、
明
る
く

楽
し
い
、
抵
抗
な
く
し
て
安
全

は
な
い
職
場
と
な
る
組
合
結
成

を
宣
言
す
る
。

一
組
当
局
か
ら
、
特
別
昇
給

に
係
る
昇
給
号
数
、
人
員
分
布

率
が
提
案
さ
れ
、
今
年
度
か
ら

は
、
一
組
固
有
職
員
、
区
派
遣

職
員
も
、
同
一
制
度
に
な
り
ま

し
た
。
詳
細
は
、
（
飯
田
橋
だ

よ
り
）
を
参
照
願
い
ま
す
。

実
施
に
つ
い
て
は
統
一
交
渉
で

決
定
さ
れ
た
要
綱
で
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
一
組
総
支
部
は
、

年
齢
、
経
験
を
重
視
し
、
職
員

間
の
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
や
、
順
次
推
薦
で
連

抜
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
、
年

齢
で
昇
給
抑
制
職
員
の
不
利
益

に
な
ら
ぬ
よ
う
要
請
を
実
施
し

ま
し
た
。

新役員の紹介 東京清掃労働組合 一組総支部

役職名 氏 名 専門部等配置 所属支部

1 総支部委員長 岩田 正隆 杉並工場

2 総支部副委員長 岡沢 徹 賃金部担当 中央工場

3 総支部副委員長 細谷 福次 現業部担当 港 工場

4 総支部副委員長 山崎 英美 組織部担当 品川工場

5 総支部副委員長 山下 秀男 (課題別担当)

教宣部担当 有明工場

6 総支部書記長 箱田 修一 練馬工場

7 総支部書記次長 内山 健司 新江東工場

8 総支部会計 中里 保夫 江戸川工場

9 総支部執行委員 藤川 勝己 本部財務委員 葛飾工場

10 総支部組織部長 山崎 精一 本庁支部

11 総支部執行委員 小久保 正 組織部 光が丘工場

12 総支部執行委員 中村 幸夫 組織部 杉並工場

13 総支部賃金部長 武藤 幸治 豊島工場

14 総支部執行委員 青木 一吉 賃金部 北 工場

15 総支部執行委員 初鹿 雪雄 賃金部 品川工場

16 総支部執行委員 阿部 英俊 賃金部 渋谷工場

17 総支部教宣部長 福田 雄一 練馬工場

18 総支部執行委員 荒川 幸司 教宣部 目黒工場

19 総支部執行委員 細貝 秀夫 教宣部 大田工場

20 総支部現業部長 会場 英人 墨田工場

21 総支部執行委員 金子 隆義 現業部 千歳工場

22 総支部執行委員 西村 好勝 現業部 多摩川工場

23 総支部執行委員 小林喜代彦 現業部 板橋工場

1 総支部会計監査 阿部 克由 港 工場

2 総支部会計監査 大橋 利至 中央工場

1 総支部特別執行 松村 良一 自治労現業局 墨田工場

2 総支部特別執行 大島 誠 本部書記長 本庁支部

夏季休暇の改善要求を実施。
２００６年６月

職員課長 労務担当課長 一組総支部執行部

我々の生活状況は年連続の年収減が続くなど実

質賃金低下の一方で、大都市東京の高物価、社会

保険掛金の負担増により、生計費は大幅に増加し

ています。生活の不安感に加え、清掃事業への要

求はより厳ししものとなり、職員は強い緊張感の

もとに職務に従事しています。死亡事故、公務災

害やバンカー火災の多発、プラントの操業に多大

な影響を与えるトラブルなど、清掃職場の作業環

境は相変わらず厳しいものがあります。

このような状況下であるが故に、夏季休暇の日

数増をはじめとする完全取得に向けた条件整備は、

職員のリフレッシュや働く意欲を高める上で不可

欠なものであり、また、健康で、働き続けること

のできる職場環境の整備は行政責任です。

したがって、下記点の実現を強く要求いたしま

すので当局の誠意ある回答を求めます。

記

1. 夏季休暇の日数増と共に、長期連続休暇とし

て機能するよう更なる改善を行うこと。

2. 夏季休暇を連続して完全に取得できるよう、

職場環境をはじめとして条件整備をはかること。

3. 再雇用職員についても同様に、日数増と完全

取得できるよう職場環境をはじめとした条件整

備をはかること。

教宣部より
この度、一組総支部新

聞が発行されることにな
りました。

一組総支部通信は、現

在は仮称となっていま
す。 そこで、この新
聞の名称を、皆様から
募集いたしたいと思いま
す。親しみのある題号を
お寄せください。

今後、各支部の組合員
の皆様から、職場での出
来事、個人の趣味などの
記事を募集をいたしたい
と思います。 写真やイ
ラスト、役に立つ情報な
ど、よろしくお願いいた
します。

福田 細貝 荒川

6月16日、一組当局と一組総支部執

行部は、夏季休暇の改善要求につい

て、交渉を行い、当局より回答が得

られました。

組合員の強い要望が実りました。

再雇用職員の月16時間勤務者は、現

行の3日より4日に。再雇用職員の月1

3日勤務勤務者は、現行の2日より3日

に。任期付、再任用フルタイム職員

は5日、常勤職員は5日、短時間勤務

の再任用職員は4日になりました。

期間は、7月1日より、9月30日です。

取り扱いは、原則は日を単位とし2回

を限度に半日が承認されました。

全職員に共通です。一組当局には、

すべての職員に配慮されたことに感

謝し、皆が完全取得ができるように

要請しました。

特
別
昇
給
に
お
け
る

要
請
行
動
に
つ
い
て

コ
ン
ビ
二
の

レ
ジ
袋
を
廃
止
す
る

検
討
委
員
会
か
い
な
。

レ
ジ
袋
と
か
け
て

伊
豆
、
房
総
、
知
床
、

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
と
解

き
ま
す
。

組
一
じ
い
さ
ん
、

そ
の
心
は
何
？

す
べ
て
半
島
名
で

す

（
半
透
明
）

な
く
な
る
と
困
る
な
。

便
利
だ
し
、
何
で
も

使
え
る
か
ら
ね
。


